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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
い
わ
ゆ
る
袴
田
事
件
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
認
め
ら
れ
る
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
捜
査
機
関
が
行
う
被
疑
者
の
取
調

べ
が
適
正
を
欠
く
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
百
十
九
条
第
一

項
は
、
「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
、
不
当
に
長
く
抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
そ
の
他
任
意
に
さ
れ
た
も

の
で
な
い
疑
の
あ
る
自
白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
取
調
べ
」
又
は
「
暴
力
」
が
「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
」
等
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
、
証
拠
に
よ
っ
て
個
別

に
判
断
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
九
十
五
条
第
一
項
は
、
「
裁
判
、
検
察
若
し
く
は
警
察
の
職
務
を
行
う
者

又
は
こ
れ
ら
の
職
務
を
補
助
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
当
た
り
、
被
告
人
、
被
疑
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
暴
行
又

は
陵
辱
若
し
く
は
加
虐
の
行
為
を
し
た
と
き
は
、
七
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
御
指
摘

の
「
取
調
べ
」
又
は
「
暴
力
」
が
「
暴
行
又
は
陵
辱
若
し
く
は
加
虐
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
、
証
拠
に
よ
っ
て
個
別
に
判

一



断
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

現
在
再
審
請
求
審
係
属
中
の
事
件
に
か
か
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

六
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
四
二
二
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
死
刑
確
定
者
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
の
関
係
部
局
に
お
い
て
、
常

に
注
意
が
払
わ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
、
医
師
の
専
門
的
見
地
か
ら
の
診
療
等
を
受
け
さ
せ
る
な
ど
、
慎
重
な
配
慮
が
な
さ
れ

て
お
り
、
法
務
大
臣
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
部
局
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
四
二
二
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。

二


